
令別表第⼀（６）項ロ 令別表第⼀（６）項ロ

（２）  救護施設

（１）

 ⽼⼈短期⼊所施設

（４）  障害児入所施設  養護⽼⼈ホーム

（５）

 特別養護⽼⼈ホーム

 介護⽼⼈保健施設

 ⽼⼈短期⼊所事業を⾏う施設

 認知症対応型⽼⼈共同⽣活援助事業を⾏う施設

その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

（３）  乳児院

設置義務なし

 障害者支援施設※２

 障害者短期入所施設※２  軽費⽼⼈ホーム※３

 障害者の共同⽣活援助を⾏う施設※２  有料⽼⼈ホーム※３

介護がなければ避難できないものとして

総務省令で定める者を主に⼊所させるもの※４

が利⽤者の概ね８割を超える施設

 ⼩規模多機能型居宅介護事業を⾏う施設※３

（6）項ロ部分の延べ面積

２７５㎡以上

スプリンクラー設備又は

特定施設水道連結型スプリンクラー設備

設置義務あり

スプリンクラー設備

設置義務あり

※１ ⽕災発⽣時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものは、スプリンクラー設備の設置を要しない

※２ 主として避難が困難な障害者を入所させるものが該当（障害支援区分４以上の者を全体定員の８割以上入所させるもの）

※３ 主として避難が困難な要介護者を入居・宿泊させるものが該当（要介護３以上の者を半数以上入居させるもの）

※４ 乳児・幼児並びに障害者に対する⽀援の程度を判定する調査項目において、避難に関する項目の判定内容が避難困難と判断される

   ものをいう（改正施⾏規則第１２条の３）

令別表第⼀（６）項ロの防⽕対象物⼜はその部分

延べ面積１，０００㎡以上※１
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◎スプリンクラー設備の設置基準フローチャート


